
訳
注
日
本
文
徳
天
皇
実
録
（
七
）

告　

井　

幸　

男

木　

本　

久　

子

中　

村　

み
ど
り

林　

原　

由
美
子

日
本
文
徳
天
皇
実
録
巻
第
二
　
起
嘉
祥
三
年
七
月
尽
十
二
月

●
九
月
壬
辰
︵
十
八
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

壬（
十
八
）辰。
①
播
磨
国
足
速
・
手
速
神
に
従
五
位
下
を
授
く
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
八
日
。
播
磨
国
足
速
・
手
速
神
に
従
五
位
下
を
授
け
た
。

〈
訳
注
〉
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︻
注
釈
︼

①
播
磨
国
足
速
・
手
速
神　

現
兵
庫
県
姫
路
市
の
広
嶺
山
山
頂
に
鎮
座
す
る
広
峰
神
社
の
祭
神
、
脚あ
し
な
ず
ち

摩
乳
神
と
手て
な
ず
ち

摩
乳
神
の
こ
と
か
。�

脚（
足
速
神
）

摩
乳
神
・
手（
手
速
神
）

摩
乳
神
は
元
々
広
峰
社
北
方
の
向
山
に
祀
ら
れ
て
い
た
風
の
神
で
、
鎌
倉
時
代
に
当
社
左
殿
に
合
祀
さ
れ
た
と
い
う

（『
兵
庫
県
神
社
誌
』
所
収
「
寛
政
六
年
神
社
記
録
」）。
同
社
は
式
外
社
で
、
現
在
は
正
殿
に
素
戔
嗚
尊
・
五（
素
戔
嗚
尊
御
子
神
）

十
猛
命
、
左
殿
に
奇（
同
妻
神
）

稲
田
媛

命
・
脚（
奇
稲
田
媛
命
父
神
）

摩
乳
命
・
手（
同
母
神
）

摩
乳
命
、
右
殿
に
正（
素
戔
嗚
尊
御
子
神
）

哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
と
、
ほ
か
多
く
の
神
々
を
祀
る
。
創
祀
に
つ
い
て
『
兵
庫
県
神

社
誌
』
は
、
神
功
皇
后
が
征
韓
の
際
、
白
幣
山
（
現
社
殿
西
峰
）
に
素
戔
嗚
尊
を
祀
っ
て
勝
利
を
祈
願
し
た
と
の
伝
承
を
記
す
。『
改
暦

雑
事
記
』
は
天（
九
七
二
）

禄
三
年
、
西
峯
か
ら
遷
座
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
貞（
八
六
六
）

観
八
年
七
月
十
三
日
紀
に
み
え
る
「
播
磨
国
无
位
速
素
戔
烏
神
・

速
風
武
雄
神
」
は
広
峰
社
の
主
祭
神
と
同
一
と
み
ら
れ
、
そ
の
称
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
広
峰
社
が
本
来
風
の
神
を
信
仰
し
て
い
た

と
こ
ろ
に
、
記
紀
神
話
に
風
の
神
と
し
て
み
え
る
素
戔
嗚
尊
ら
が
祭
神
と
し
て
当
て
は
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
姫
路
平
野
で
は
現
在

も
冬
の
北
風
を
「
広
嶺
お
ろ
し
」
と
称
し
て
お
り
、
広
嶺
山
は
風
の
源
の
地
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
二
十
二
社
註
式
』
に
は
、
広
峰

社
の
分
霊
を
遷
し
て
祇（
八
坂
神
社
）

園
感
神
院
（
現
京
都
市
東
山
区
）
が
創
祀
さ
れ
た
と
記
し
て
お
り
、『
播
磨
鑑
』
は
そ
の
時
期
を
貞
観
十
一
年
と

す
る
。
感
神
院
同
様
、
広
峰
社
も
こ
の
頃
ま
で
に
疫
病
退
散
の
信
仰
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

︵
林
原
︶

●
九
月
乙
未
︵
二
十
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

乙（
廿
一
）未。
①
神
祇
少
副
正
七
位
上
大
中
臣
朝
臣
久
世
主
を
遣
わ
し
、
②
摂
津
国
住
吉
大
神
社
に
向
か
い
、
宝
幣
を
奉
ら
し
む
。
宿
祷
に
賽
す

る
な
り
。
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︻
現
代
語
訳
︼

二
十
一
日
。
神
祇
少
副
正
七
位
上
大
中
臣
朝
臣
久
世
主
を
遣
わ
し
て
、
摂
津
国
住
吉
大
神
社
に
向
か
わ
せ
、
奉
幣
さ
せ
た
。
八
十
嶋
祭
を

無
事
に
お
こ
な
え
た
こ
と
に
対
し
て
感
謝
す
る
た
め
で
あ
る
。

︻
注
釈
︼

①
神
祇
少
副
正
七
位
上
大
中
臣
朝
臣
久
世
主　

七
月
丙
戌
（
十
一
日
）
条
注
釈
⑦
参
照
。

②
摂
津
国
住
吉
大
神
社　

現
大
阪
市
住
吉
区
住
吉
に
あ
る
住
吉
大
社
の
こ
と
。
摂
津
国
一
宮
。
全
国
二
千
余
の
住
吉
社
の
総
本
宮
で
、

海
上
安
全
の
守
護
神
、
ま
た
は
御
禊
の
神
・
和
歌
の
神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
た
。
底（
第
一
本
宮
）

筒
男
命
の
和
魂
、
中（
第
二
本
宮
）

筒
男
命
の
和
魂
、
表（
第
三
本
宮
）

筒
男
命

の
和
魂
、
息（
神
功
皇
后
・
第
四
本
宮
）

長
足
姫
命
を
祀
る
。
神
功
元
年
二
月
紀
に
よ
れ
ば
、
征
韓
に
際
し
神
助
が
あ
り
、
凱
旋
後
、「
吾
和
魂
、
宜
居
大
津

渟ぬ
な
く
ら
中
倉
之
長
峡
」
と
の
神
教
に
よ
り
田
裳
見
宿
禰
に
筒
男
三
神
を
鎮
祭
さ
せ
た
と
伝
え
る
。
神
功
皇
后
は
住
吉
神
の
神
託
に
よ
っ
て
祀

ら
れ
た
。
田
裳
見
宿
禰
の
裔
を
称
す
る
津
守
氏
が
代
々
神
主
と
し
て
奉
祀
し
て
い
る
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
摂
津
国
住
吉
郡
「
住
吉

坐
神
社
四
座
並
名
神
大
、
月
次
・

相
嘗
・
新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
、
ほ
か
祈
年
・
祈
雨
・
八
十
嶋
祭
（
本
月
壬
午
（
八
日
）
条
参
照
）
に
あ
ず
か
り
、
特
に
開
遣

唐
船
居
祭
で
は
遣
使
奉
幣
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
天（
七
二
九
―
四
九
）

平
年
間
に
従
三
位
、
次
い
で
正
三
位
、
延（
七
八
四
）

暦
三
年
六
月
勲
三
等
、
同
年
十
二
月
従
二

位
、
大（
八
〇
六
）

同
元
年
従
一
位
、
間
も
な
く
正
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
歴
代
天
皇
・
上
皇
の
行
幸
、
奉
幣
の
例
は
頗
る
多
い
が
、
特
に
南
北
朝

時
代
、
南
朝
の
後
村
上
・
長
慶
が
当
社
の
神
主
邸
内
に
行
宮
を
設
け
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
（
国
指
定
史
跡
「
住
吉
行
宮
跡
」）。

�

（
林
原
）

●
九
月
丁
酉
︵
二
十
三
日
︶
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︻
書
き
下
し
︼

丁（
廿
三
）酉。
①
参
議
左
衛
門
督
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
長
良
の
階
を
従
三
位
に
進
む
。
是
よ
り
先
、
②
七
月
に
大
水
し
、
③
山
埼
橋
断
つ
。
帝
以

為
え
ら
く
、
河
橋
の
壊
れ
易
き
は
、
水
の
浸
囓
に
依
れ
り
。
其
の
便
地
を
得
ば
、
自
ら
害
す
る
所
無
か
ら
ん
、
と
。
是
の
日
詔
す
ら
く
、

④
中
納
言
安
倍
朝
臣
安
仁
・
⑤
源
朝
臣
弘
・
⑥
参
議
滋
野
朝
臣
貞
主
・
⑦
伴
宿
禰
善
男
等
を
遣
わ
し
、
山
埼
に
就
き
、
以
て
利
害
を
察
し
、

其
の
便
地
を
求
め
し
め
よ
、
と
。
乃
ち
定
め
て
橋
を
置
く
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
三
日
。
参
議
左
衛
門
督
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
長
良
に
従
三
位
を
授
け
た
。
こ
れ
よ
り
前
に
、
七
月
の
大
雨
で
、
山
崎
橋
が
落
ち
た
。

文
徳
が
考
え
る
に
、「
河
の
橋
が
壊
れ
や
す
い
の
は
、
水
の
浸
食
に
よ
る
も
の
だ
。
適
地
に
架
橋
す
れ
ば
壊
れ
に
く
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
。

こ
の
日
詔
す
る
に
、「
中
納
言
安
倍
朝
臣
安
仁
・
源
朝
臣
弘
・
参
議
滋
野
朝
臣
貞
主
・
伴
宿
禰
善
男
ら
を
遣
わ
し
て
、
山
崎
へ
行
き
、
土

地
の
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
適
地
を
探
さ
せ
よ
」
と
。
そ
こ
で
場
所
を
定
め
、
架
橋
し
た
。

︻
注
釈
︼

①
参
議
左
衛
門
督
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
長
良　

四
月
甲
子
（
十
七
日
）
条
注
釈
⑱
参
照
。

②
七
月
に
大
水
し
︙　

七
月
己
亥
（
二
十
四
日
）
条
の
大
雨
の
こ
と
。
宮
中
で
も
大
極
殿
の
龍
尾
道
が
決
壊
し
た
。

③
山
埼
橋　

淀
川
の
山
崎
（
現
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
）
―
橋
本
（
現
京
都
府
八
幡
市
）
間
に
あ
っ
た
橋
。
山
崎
の
別
称
か
ら
河
陽
橋
と

も
い
っ
た
（
嘉（
八
四
八
）

祥
元
年
八
月
辛
卯
（
五
日
）
紀
）。『
行
基
年
譜
』
に
よ
る
と
、
神（
七
二
五
）

亀
二
年
九
月
一
日
、
行
基
が
山（
淀
川
）

崎
川
の
畔
で
船
を
得
ら

れ
ず
留
ま
っ
た
際
、
河
中
の
一
大
柱
が
か
つ
て
道
昭
の
渡
し
た
柱
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
自
ら
も
発
願
し
て
同
月
十
二
日
よ
り
橋
を
渡
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し
始
め
た
と
い
う
。
同
年
譜
所
引
「
天
平
十
三
記
」
に
は
、
行
基
の
架
け
た
六
橋
の
内
の
一
つ
と
し
て
み
え
、「
在
乙
訓
郡
山
崎
郷
、

神
亀
二
年
九
月
十
二
日
始
起
」
と
あ
る
。
ま
た
延（
七
八
四
）

暦
三
年
に
は
、
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
三
国
に
山
崎
橋
を
造
る
料
材
を
進
め
さ
せ
て
い

る
（
七
月
癸
酉
（
四
日
）
紀
）。
時
に
長
岡
京
の
造
営
期
に
当
た
り
、
山
崎
橋
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

承（
八
四
一
）

和
八
年
洪
水
の
た
め
橋
が
落
ち
（
九
月
朔
紀
）、
嘉（
八
四
八
）

祥
元
年
に
も
橋
が
断
絶
し
て
六
間
を
残
す
の
み
と
な
り
（
八
月
辛
卯
（
五
日
）
紀
）、

本
日
条
で
も
橋
が
落
ち
て
い
る
。
天（
八
五
七
）

安
元
年
に
は
橋
の
南
北
に
橋
守
を
置
い
て
お
り
（『
類
三
』
巻
第
十
六
、
道
橋
事
所
載
、
天
安
元
年
四

月
十
一
日
付
太
政
官
符
「
応
差
置
橋
守
并
橋
辺
有
勢
人
加
検
校
事
」）、
橋
守
が
必
要
な
ほ
ど
の
通
行
量
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

貞（

八

七

三

）

観
十
五
年
に
は
、
乗
馬
の
ま
ま
渡
る
こ
と
や
、
燭
を
持
っ
て
渡
る
こ
と
を
禁
じ
る
太
政
官
符
が
出
さ
れ
た
（
同
所
載
、
貞
観
十
五
年

正
月
二
十
三
日
付
太
政
官
符
「
応
禁
制
往
還
諸
人
騎
馬
過
山
埼
橋
事
」）。
同
十
六
年
の
大
風
雨
で
は
、
橋
南
の
家
や
橋
桁
に
衝
突
し
た
倉
が

壊
れ
人
も
没
し
た
が
、
橋
は
流
れ
ず
（
八
月
二
十
四
日
紀
）、
し
か
し
元（
八
八
三
）

慶
七
年
に
は
一
間
が
焼
亡
し
て
い
る
（
五
月
二
十
五
日
紀
）。
以

後
、『
延
喜
式
』
に
敷
板
進
上
の
こ
と
、『
貞
信
公
記
』
延（
九
二
七
）

長
五
年
六
月
三
日
条
や
天（
九
四
五
）

慶
八
年
十
二
月
一
日
条
に
造
山
崎
橋
使
が
任
命
さ

れ
て
い
る
様
子
が
み
え
る
が
、
長（
九
九
五
）

徳
元
年
の
一
条
の
石
清
水
行
幸
時
に
は
す
で
に
橋
は
な
く
、
船
橋
を
架
け
て
渡
河
し
て
い
る
（『
紀

略
』
十
月
二
十
一
日
条
）。
復
旧
費
用
を
朝
廷
や
国
衙
が
負
担
で
き
ず
、
淀
川
水
運
の
発
達
で
必
要
性
が
減
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
中
世
を

通
じ
て
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
年
、
発
掘
調
査
に
よ
り
山
崎
橋
架
橋
地
は
確
定
し
つ
つ
あ
る
（
京
都
府
教
育
委

員
会
『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書�

平
成
二
十
一
年
度
』
二
〇
一
〇
年
ほ
か
）。

④
中
納
言
安
倍
朝
臣
安
仁　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㉑
参
照
。

⑤
源
朝
臣
弘　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
②
参
照
。

⑥
参
議
滋
野
朝
臣
貞
主　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㉝
参
照
。

⑦
伴
宿
禰
善
男　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
④
参
照
。
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�

（
林
原
）

●
九
月
庚
子
︵
二
十
六
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

庚（
廿
六
）子。
①
侍
従
従
五
位
上
嶋
江
王
を
遣
わ
し
、
伊
勢
大
神
宮
に
向
か
わ
し
む
。
②
神
祇
大
副
従
五
位
下
中
臣
朝
臣
逸
志
を
③
賀
茂
大
神
社

に
向
か
わ
し
む
。
④
神
祇
権
少
祐
正
六
位
上
占
部
業
基
を
⑤
尾
張
大
神
社
に
向
か
わ
し
む
。
告
ぐ
る
に
賀
瑞
の
由
を
以
て
す
。
建
礼
門
の

前
に
於
い
て
大
祓
す
。
使
を
遣
わ
す
を
以
て
な
り
。
又
五
畿
七
道
諸
国
に
下
知
し
、
弊
を
名
神
に
班
つ
。
同
じ
く
賀
端
の
由
を
告
ぐ
。
是

の
日
、
⑥
伊
勢
斎
内
親
王
鴨
河
に
於
い
て
禊
す
。
勅
す
ら
く
、
⑦
従
四
位
下
右
中
弁
藤
原
朝
臣
氏
宗
を
遣
わ
し
、
修
禊
の
事
に
従
わ
し
め

よ
、
と
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
六
日
。
侍
従
従
五
位
上
嶋
江
王
を
遣
わ
し
て
伊
勢
大
神
宮
に
、
神
祇
大
副
従
五
位
下
中
臣
朝
臣
逸
志
を
賀
茂
大
神
社
に
、
神
祇
権
少

祐
正
六
位
上
占
部
業
基
を
尾
張
大
神
社
に
向
か
わ
せ
、
祥
瑞
に
つ
い
て
奉
告
さ
せ
た
。
建
礼
門
の
前
で
大
祓
を
お
こ
な
っ
た
。
使
の
発
遣

の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
全
国
に
命
じ
て
名
神
に
班
幣
さ
せ
た
。
同
じ
く
祥
端
に
つ
い
て
奉
告
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
日
、
伊
勢
斎
王
が

賀
茂
川
で
禊
を
お
こ
な
っ
た
。
勅
す
る
に
、「
従
四
位
下
右
中
弁
藤
原
朝
臣
氏
宗
を
遣
わ
し
て
、
禊
の
こ
と
に
従
事
さ
せ
よ
」
と
。

︻
注
釈
︼

①
侍
従
従
五
位
上
嶋
江
王　

三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
⑦
参
照
。
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②
神
祇
大
副
従
五
位
下
中
臣
朝
臣
逸
志　

五
月
甲
午
（
十
七
日
）
条
注
釈
⑪
参
照
。

③
賀
茂
大
神
社　

八
月
丁
巳
（
十
二
日
）
条
注
釈
②
参
照
。

④
神
祇
権
少
祐
正
六
位
上
占
部
業
基　

卜
部
平
麻
呂
（
八
〇
七
―
八
一
）
に
同
じ
。
業
基
は
本
日
条
の
後
、
斉（
八
五
六
）

衡
三
年
に
占
部
宿
禰
を
賜

姓
さ
れ
る
と
、
同
四
年
外
従
五
位
下
、
天（
八
五
八
）

安
二
年
三
月
神
祇
権
大
祐
、
同
七
月
宮
主
を
兼
ね
た
。
一
方
、
平
麻
呂
は
元（
八
八
一
）

慶
五
年
十
二
月

五
日
の
卒
伝
に
よ
る
と
、
神
祇
官
の
卜
部
と
し
て
、
亀
卜
に
よ
り
義
疑
を
決
す
る
の
に
多
く
の
効
果
を
あ
げ
た
才
に
よ
り
、
承
和
の
初

め
に
入
唐
し
た
。
帰
国
後
神
祇
大
史
と
な
り
、
本
年
の
神
祇
少
祐
を
経
て
斉
衡
四
年
に
外
従
五
位
下
、
天
安
二
年
神
祇
権
大
祐
兼
宮
主
、

貞（
八
六
六
）

観
八
年
三
河
権
介
、
同
十
年
従
五
位
下
、
以
後
、
備
後
・
丹
波
介
を
歴
任
し
て
い
る
。
以
上
の
職
歴
か
ら
、
業
基
と
同
一
人
物
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
同
八
年
二
月
十
三
日
紀
に
「
外
従
五
位
下
行
神
祇
大
祐
卜
部
宿
禰
真
雄
為
参
河
権
介
」、
同
十
年
正
月
七
日
紀
に

「
外
従
五
位
下
行
参
河
権
介
卜
部
宿
禰
真
雄
（
中
略
）
並
従
五
位
下
」
と
あ
り
、
業
基
→
真
雄
→
平
麻
呂
と
改
名
し
た
よ
う
で
あ
る
。

⑤
尾
張
大
神
社　

伊
勢
・
賀
茂
と
並
び
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
、
尾
張
国
中
島
郡
の
「
太
神
社
」（
多
神
社
）
で

は
な
く
、
現
名
古
屋
市
熱
田
区
新
宮
坂
町
の
熱
田
神
宮
の
こ
と
だ
ろ
う
。
同
社
は
三
種
神
器
の
草（
天
叢
雲
剣
）

薙
剣
を
祀
っ
て
い
る
。『
釈
日
本
紀
』

所
引
『
風
土
記
』
逸
文
に
創
建
説
話
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
景
行
五
十
一
年
八
月
壬
子
（
四
日
）
紀
に
は
「
初
日
本
武
尊
所
佩
草
薙
横
刀
、

是
今
在
尾
張
国
年あ
ゆ
ち
の
こ
お
り

魚
市
郡
熱
田
社
也
」
と
み
え
る
。
天（
六
六
八
）

智
七
年
に
は
新
羅
の
僧
道
行
が
草
薙
剣
を
盗
み
出
す
事
件
が
あ
り
、
そ
の
後
宝

剣
は
宮
中
に
安
置
さ
れ
た
が
、
朱（
六
八
六
）

鳥
元
年
天
武
の
病
が
草
薙
剣
の
祟
り
の
た
め
と
さ
れ
、
即
日
熱
田
社
に
送
り
返
さ
れ
た
。
な
お
斎
部

広
成
は
、
神
器
を
祀
る
神
社
で
あ
り
な
が
ら
朝
廷
の
奉
幣
が
な
い
こ
と
を
失
典
の
第
一
に
あ
げ
て
非
難
し
て
い
る
（『
古
語
拾
遺
』）。
祀

職
は
代
々
尾
張
氏
が
担
っ
て
お
り
、『
宇
治
拾
遺
』
に
は
、
大
宮
司
の
威
勢
は
国
司
に
も
勝
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
平
安
時

代
の
末
、
大
宮
司
尾
張
員
職
が
娘
を
尾
張
国
目
代
藤
原
季
兼
と
娶
わ
せ
、
子
の
季
範
が
熱
田
明
神
の
託
宣
に
よ
っ
て
大
宮
司
職
を
継
い

で
以
降
、
明（
一
八
七
七
）

治
十
年
ま
で
大
宮
司
職
は
藤（
千
秋
氏
）

原
氏
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
、
尾
張
氏
は
権
宮
司
職
に
留
ま
っ
た
。
源
頼
朝
は
母
（
季
範
の
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娘
）
の
在
所
で
あ
る
熱
田
大
宮
司
の
館
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
、
熱
田
神
を
「
外
戚
之
祖
神
」（『
吾
妻
鏡
』
健（
一
一
九
〇
）

久
元
年
十
月
二
十
七
日
条
）

と
し
て
深
く
崇
敬
し
た
た
め
、
京
へ
の
行
き
帰
り
に
は
必
ず
参
詣
し
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
に
も
熱
田
社
を
勧
請
し
て
い
る
。

⑥
伊
勢
斎
内
親
王　

晏
子
内
親
王
。
七
月
甲
申
（
九
日
）
条
注
釈
①
参
照
。

⑦
従
四
位
下
右
中
弁
藤
原
朝
臣
氏
宗　

四
月
丙
寅
（
十
九
日
）
条
注
釈
②
参
照
。

�

（
林
原
）

●
十
月
乙
巳
︵
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

冬
十
月
乙
巳
朔
。
①
従
五
位
下
文
室
朝
臣
笠
科
を
勘
解
由
次
官
と
な
す
。
②
正
五
位
下
菅
原
朝
臣
是
善
を
加
賀
権
守
と
な
す
。
文
章
博
士

は
故
の
如
し
。

︻
現
代
語
訳
︼

一
日
。
従
五
位
下
文
室
朝
臣
笠
科
を
勘
解
由
次
官
と
し
た
。
正
五
位
下
菅
原
朝
臣
是
善
を
加
賀
権
守
と
し
た
。
文
章
博
士
は
元
の
通
り
と

す
る
。

︻
注
釈
︼

①
従
五
位
下
文
室
朝
臣
笠
科　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
⑱
参
照
。

②
正
五
位
下
菅
原
朝
臣
是
善　

四
月
甲
子
（
十
七
日
）
条
注
釈
㉚
参
照
。
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�

（
木
本
）

●
十
月
丁
未
︵
三
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

丁（
三
）未
。
勅
す
ら
く
、
①
忠
良
親
王
に
②
帯
剣
を
賜
う
、
と
。

︻
現
代
語
訳
︼

三
日
。
勅
す
る
に
、「
忠
良
親
王
に
帯
剣
を
許
す
」
と
。

︻
注
釈
︼

①
忠
良
親
王　
（
八
一
九
―
七
六
）
嵯
峨
第
四
子
（
承（
八
三
四
）

和
元
年
二
月
乙
未
（
十
四
日
）
紀
）。
母
は
百
済
王
貴
命
。
十
六
歳
で
元
服
し
、
四
品

と
な
る
。
上
総
・
常
陸
太
守
を
経
て
、
承
和
七
年
兵
部
卿
、
本
年
正
月
丙
戌
（
七
日
）
三
品
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
三
十
二
歳
。

②
帯
剣　

四
月
乙
酉
（
二
日
）
条
注
釈
㊲
参
照
。

�

（
木
本
）

●
十
月
己
酉
︵
五
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

己（
五
）酉

。
①
中
納
言
正
三
位
源
朝
臣
定
・
②
左
京
大
夫
従
四
位
上
正
行
王
を
遣
わ
し
、
③
山
科
山
陵
に
向
か
わ
し
む
。
④
散
位
従
五
位
下
春
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原
朝
臣
末
継
・
⑤
内
舎
人
従
六
位
下
安
倍
朝
臣
弘
行
を
⑥
前
田
原
山
陵
に
向
か
わ
し
む
。
⑦
右
京
大
夫
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
諸
成
を
⑧
後

田
原
山
陵
に
向
わ
し
む
。
⑨
参
議
正
四
位
下
滋
野
朝
臣
貞
主
・
⑩
掃
部
頭
従
五
位
下
滋
野
朝
臣
善
蔭
を
⑪
柏
原
山
陵
に
向
か
わ
し
む
。

⑫
中
納
言
従
三
位
源
朝
臣
弘
・
⑬
弾
正
大
弼
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
衛
を
⑭
楊
梅
山
陵
に
向
か
わ
し
む
。
⑮
中
納
言
正
三
位
安
倍
朝
臣
安

仁
・
⑯
従
四
位
下
宮
内
大
輔
房
世
王
を
⑰
嵯
峨
山
陵
に
向
か
わ
し
む
。
⑱
従
三
位
大
蔵
卿
平
朝
臣
高
棟
・
⑲
散
位
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
輔

嗣
を
⑳
大
原
山
陵
に
向
か
わ
し
む
。
㉑
参
議
従
四
位
上
伴
宿
禰
善
男
・
㉒
侍
従
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
諸
葛
を
㉓
深
草
山
陵
に
向
か
わ
し
む
。

㉔
告
ぐ
る
に
賀
瑞
の
由
を
以
て
す
。
策
文
に
曰
く
、
天
皇
恐
み
恐
み
も
、
掛
け
ま
く
も
畏
き
山み
さ
さ
ぎ陵

に
申
し
賜
へ
と
申
さ
く
。
維こ
れ

嘉
祥
三
年

八
月
十
七
日
に
、
公ま
え
つ
き
み卿

等た
ち

奏
せ
ら
く
、
㉕
摂つ
の
く
に

津
国
・
美み
ま
さ
か
の
く
に

作
国
・
備き
び
の
み
ち
の
く
ち
の
く
に

前
国
並
び
に
白
亀
を
献
り
、
㉖
石
見
国
甘
露
を
献
れ
ら
く
を
進
た
て
ま
つ

る
と

奏
せ
り
。
此
く
の
如
き
世
に
希ま
れ

な
る
㉗
大お
お
き
し
る
し瑞
は
、
是
れ
薄
徳
の
感
じ
致
し
む
べ
き
物
に
は
非
ず
、
掛
け
ま
く
も
畏
き
山
陵
の
慈め
ぐ

み
賜
ひ
示

し
賜
へ
る
物
な
り
と
為し

て
な
も
、
㉘
貴と
う
と

び
喜
び
受
け
賜
り
畏
ま
る
状さ
ま

を
、
㉙
進
み
出
て
恐
み
恐
み
も
申
し
賜
は
く
、
と
申
す
、
と
。

︻
現
代
語
訳
︼

五
日
。
中
納
言
正
三
位
源
朝
臣
定
・
左
京
大
夫
従
四
位
上
正
行
王
を
遣
わ
し
て
山
科
山
陵
に
向
か
わ
せ
た
。
散
位
従
五
位
下
春
原
朝
臣
末

継
・
内
舎
人
従
六
位
下
安
倍
朝
臣
弘
行
を
前
田
原
山
陵
に
向
わ
せ
た
。
右
京
大
夫
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
諸
成
を
後
田
原
山
陵
に
向
わ
せ
た
。

参
議
正
四
位
下
滋
野
朝
臣
貞
主
・
掃
部
頭
従
五
位
下
滋
野
朝
臣
善
蔭
を
柏
原
山
陵
に
向
か
わ
せ
た
。
中
納
言
従
三
位
源
朝
臣
弘
・
弾
正
大

弼
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
衛
を
楊
梅
山
陵
に
向
か
わ
せ
た
。
中
納
言
正
三
位
安
倍
朝
臣
安
仁
・
従
四
位
下
宮
内
大
輔
房
世
王
を
嵯
峨
山
陵
に

向
か
わ
せ
た
。
従
三
位
大
蔵
卿
平
朝
臣
高
棟
・
散
位
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
輔
嗣
を
大
原
山
陵
に
向
か
わ
せ
た
。
参
議
従
四
位
上
伴
宿
禰
善

男
・
侍
従
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
諸
葛
を
深
草
山
陵
に
向
か
わ
せ
た
。
祥
瑞
の
こ
と
を
報
告
す
る
た
め
で
あ
る
。
策
文
に
言
う
に
は
、「
天

皇
が
謹
ん
で
、
恐
れ
多
き
山
陵
に
申
し
あ
げ
よ
と
申
す
に
は
、『
嘉
祥
三
年
八
月
十
七
日
に
、
公
卿
た
ち
が
奏
す
る
に
は
、
摂
津
国
・
美
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作
国
・
備
前
国
が
そ
ろ
っ
て
白
亀
を
献
り
、
石
見
国
が
甘
露
を
献
る
こ
と
を
奏
し
た
。
こ
の
よ
う
な
世
に
稀
な
大
瑞
は
、
こ
の
薄
徳
で
あ

る
私
が
出
現
さ
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
恐
れ
多
き
山
陵
が
慈
み
示
し
く
だ
さ
っ
た
物
と
、
貴
び
喜
び
お
受
け
す
る
こ
と
を
、
進
み
出
で
謹

ん
で
申
し
あ
げ
る
』
と
申
す
」
と
。

︻
注
釈
︼

①
中
納
言
正
三
位
源
朝
臣
定　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
⑫
参
照
。
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
に
正
三
位
と
な
っ
て
い
る
。

②
左
京
大
夫
従
四
位
上
正
行
王　

三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
⑩
参
照
。

③
山
科
山
陵　

天
智
の
陵
。
山
科（
階
）陵

と
も
。
天（
八
二
四
）

長
元
年
に
山
科
・
後（
光
仁
）

田
原
・
大
（
高
野
新
笠
）枝・

柏（
桓
武
）原・

長
（
藤
原
乙
牟
漏
）

岡
・
後（
藤
原
旅
子
）

大
枝
・
楊（
平
城
）梅・

石
（
高
志
内
親
王
）

作
の
八
陵
に

つ
い
て
、
献
荷
前
使
は
参
議
以
上
か
三
位
以
上
の
者
を
立
て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（『
類
聚
符
宣
抄
』
第
四
、
帝
皇
（
荷
前
）
所

載
、
天
長
元
年
十
二
月
十
六
日
付
宣
）、
陵
墓
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
く
中
で
当
陵
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
延
喜
式
』

諸
陵
寮
に
「
山
科
陵　

近
江
大
津
宮
御
宇
天
智
天
皇
、
在
山
城
国
宇
治
郡
、
兆
域
東
西
十
四
町
、
南
北
十
四
町
、
陵
戸
六
烟
」
と
あ
り
、

近
陵
と
さ
れ
る
。

④
散
位
従
五
位
下
春
原
朝
臣
末
継　
（
生
没
年
不
詳
）
本
年
正
月
丙
戌
（
七
日
）
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
出

自
不
詳
。
延（

八

〇

五

）

暦
二
十
四
年
二
月
乙
卯
（
十
五
日
）
紀
に
永
世
王
・
末
成
王
・
末
継
王
が
春
原
真
人
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。

朝
臣
に
改
姓
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
弘（

八

二

三

）

仁
十
四
年
正
月
癸
亥
（
七
日
）
紀
に
「
春
原
朝
臣
永
世
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
同
時

に
賜
姓
さ
れ
た
末
継
も
こ
の
時
す
で
に
朝
臣
に
改
姓
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
春
原
氏
に
つ
い
て
は
、『
姓
氏
録
』
に
真
人
姓
の

記
載
は
な
く
、
左
京
皇
別
に
「
春
原
朝
臣　

天
智
天
皇
々
子
浄
広
壱
河
島
王
之
後
也
」
と
あ
る
一
方
、『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
、

系
図
部
所
収
の
「
春
原
系
図
」
は
、
大（
八
〇
六
）

同
元
年
五
月
己
卯
（
十
六
日
）
に
春
原
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
た
志
貴
皇
子
玄
孫
の
五
百
枝
王
を
春
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原
氏
の
始
ま
り
と
し
て
い
る
な
ど
、
史
料
に
矛
盾
が
み
え
、
不
明
な
点
が
多
い
。

⑤
内
舎
人
従
六
位
下
安
倍
朝
臣
弘
行　
（
生
没
年
不
詳
）
安
仁
（
注
釈
⑮
）
の
息
か
（
宝
賀
寿
男
編
著
『
古
代
氏
族
系
譜
集
成
』）。
六
国
史
に

お
け
る
初
見
。
貞（
八
六
八
）

観
十
年
正
月
七
日
紀
に
正
六
位
下
大
蔵
大
丞
と
み
え
る
が
、
こ
の
間
の
経
歴
は
不
明
。

⑥
前
田
原
山
陵　

志（
春
日
宮
天
皇
）

貴
皇
子
の
陵
。
田
原
西
陵
と
も
。
子
の
光
仁
の
即
位
に
伴
い
、
志
貴
皇
子
に
は
春
日
宮
天
皇
の
尊
号
が
贈
ら
れ
、
墓

も
陵
に
改
め
ら
れ
た
。『
延
喜
式
』
諸
陵
寮
に
「
田
原
西
陵　

春
日
宮
御
宇
天
皇
、
在
大
和
国
添
上
郡
、
兆
域
東
西
九
町
、
南
北
九
町
、

守
戸
五
烟
」
と
あ
り
、
遠
陵
と
さ
れ
る
。

⑦
右
京
大
夫
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
諸
成　

六
月
乙
丑
（
十
九
日
）
条
注
釈
②
参
照
。
七
月
庚
辰
（
五
日
）
に
備
前
国
が
白
亀
を
献
上
し
て

お
り
、
そ
の
際
備
前
守
と
し
て
奏
上
し
た
こ
と
が
八
月
丙
辰
（
十
一
日
）
条
に
み
え
る
。

⑧
後
田
原
山
陵　

光
仁
の
陵
。
田
原
東
陵
と
も
。
崩
御
の
翌
年
（
天（
七
八
一
）

応
元
年
）
広
岡
山
陵
に
葬
ら
れ
た
が
、
延（
七
八
六
）

暦
五
年
当
陵
に
改
葬
さ
れ

た
（
吉
川
真
司
「
後
佐
保
山
陵
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
三
一
号
、
二
〇
〇
一
年
））。『
延
喜
式
』
諸
陵
寮
に
「
田
原
東
陵　

平
城
宮
御
宇

天
宗
高
紹
天
皇
、
在
大
和
国
添
上
郡
、
兆
域
東
西
八
町
、
南
北
九
町
、
守
戸
五
烟
」
と
あ
り
、
近
陵
と
さ
れ
る
。

⑨
参
議
正
四
位
下
滋
野
朝
臣
貞
主　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㉝
参
照
。
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
に
正
四
位
下
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
八
月
庚
戌
（
五
日
）
条
に
「
為
相
模
守
、
宮
内
卿
如
故
」、
仁（
八
五
二
）

寿
二
年
二
月
乙
巳
（
八
日
）
条
の
卒
伝
に
「
参
議
正
四
位
下
行
宮

内
卿
兼
相
模
守
滋
野
朝
臣
貞
主
卒
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
日
条
に
お
い
て
も
宮
内
卿
と
相
模
守
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑩
掃
部
頭
従
五
位
下
滋
野
朝
臣
善
蔭　
（
生
没
年
不
詳
）
貞
主
（
注
釈
⑨
）
の
息
か
（
宝
賀
前
掲
編
著
）。
承（

八

四

六

）

和
十
三
年
に
正
六
位
下
か
ら
従

五
位
下
に
昇
叙
し
、
同
年
宮
内
少
輔
、
翌
年
掃
部
頭
に
任
じ
ら
れ
、
本
日
条
に
至
る
。

⑪
柏
原
山
陵　

桓
武
の
陵
。
柏
原
陵
と
も
。
大（
八
〇
六
）

同
元
年
の
崩
御
に
伴
い
、
葛
野
郡
宇
多
野
に
山
陵
地
が
定
め
ら
れ
た
が
、
近
隣
で
火
災
が

頻
発
し
、
賀
茂
神
の
祟
り
と
さ
れ
た
た
め
、
紀
伊
郡
に
変
更
さ
れ
た
。『
延
喜
式
』
諸
陵
寮
に
「
柏
原
陵　

平
安
宮
御
宇
桓
武
天
皇
、
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在
山
城
国
紀
伊
郡
、
兆
或
東
八
町
、
西
三
町
、
南
五
町
、
北
六
町
、
加
丑
寅
角
二
岑
一
谷
、
守
戸
五
烟
」
と
あ
り
、
近
陵
と
さ
れ
る
。

⑫
中
納
言
従
三
位
源
朝
臣
弘　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
②
参
照
。

⑬
弾
正
大
弼
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
衛　
（
七
九
九
―
八
五
七
）
内
麻
呂
の
第
十
子
。
母
は
永
手
の
娘
。
五
歳
の
頃
、
亡
く
な
っ
た
母
を
追
慕

し
て
、「
母
親
と
い
う
も
の
は
、
な
ぜ
い
つ
か
必
ず
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
か
」
と
尋
ね
た
こ
と
を
内
麻
呂
が
珍
し
く
思
い
、

衛
を
嫡
嗣
と
し
た
と
い
う
（
天（
八
五
七
）

安
元
年
十
一
月
戊
戌
（
五
日
）
条
卒
伝
）。
弘（

八

二

二

）

仁
十
三
年
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
以
後
、
天（
八
二
七
）

長
四
年
従
五

位
上
、
同
九
年
正
五
位
下
、
同
十
年
従
四
位
下
。
承（
八
四
〇
）

和
七
年
に
は
従
四
位
上
と
み
え
る
。
官
職
は
遠
江
守
・
木
工
頭
・
右
少
弁
・
式
部

少
輔
・
同
大
輔
・
伊
予
守
・
蔵
人
頭
な
ど
を
歴
任
し
、
承
和
九
年
に
は
蔵
人
頭
か
ら
大
宰
大
弐
と
な
っ
て
い
る
（『
職
事
』）。
同
十
四

年
に
任
期
満
了
で
帰
京
し
た
が
、
そ
の
後
の
昇
進
は
滞
り
、
本
年
六
月
に
弾
正
大
弼
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
五
十
二
歳
。
卒
伝
に

は
、
式
部
小
輔
を
勤
め
た
際
に
、
高
位
の
親
戚
で
あ
っ
て
も
不
正
を
見
逃
さ
な
い
姿
勢
が
淳
和
に
認
め
ら
れ
、
弾
正
大
弼
と
な
っ
た
際

に
は
身
分
の
高
い
者
た
ち
か
ら
も
恐
れ
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑭
楊
梅
山
陵　

平
城
の
陵
。
楊
梅
陵
と
も
。『
延
喜
式
』
諸
陵
寮
に
「
楊
梅
陵　

平
安
宮
御
宇
日
本
根
子
推
国
高
彦
尊
天
皇
、
在
大
和
国

添
上
郡
、
兆
域
東
西
二
町
、
南
北
四
町
、
守
戸
五
烟
」
と
あ
り
、
遠
陵
と
さ
れ
る
。

⑮
中
納
言
正
三
位
安
倍
朝
臣
安
仁　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㉑
・
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
㉞
参
照
。
四
月
甲
子
（
十
七
日
）

に
正
三
位
と
な
っ
て
い
る
。

⑯
従
四
位
下
宮
内
大
輔
房
世
王　
（
？
―
八
八
三
）
桓
武
の
孫
。
仲
野
親
王
の
息
。
承（

八

四

六

）

和
十
三
年
に
無
位
か
ら
従
四
位
下
、
同
十
四
年
に
は

治
部
大
輔
と
み
え
る
。
同
十
五
年
に
宮
内
大
輔
に
任
じ
ら
れ
、
本
日
条
に
至
る
。
な
お
、
貞（
八
六
三
）

観
五
年
に
平
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
。

⑰
嵯
峨
山
陵　

嵯
峨
の
陵
。
三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
㉝
参
照
。

⑱
従
三
位
大
蔵
卿
平
朝
臣
高
棟　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
⑬
・
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
⑲
参
照
。
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⑲
散
位
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
輔
嗣　
（
生
没
年
不
詳
）
永
貞
の
息
。
弘（

八

二

三

）

仁
十
四
年
従
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
な
り
、
天（
八
二
五
）

長
二
年
に
従
五

位
上
。
内
蔵
頭
を
経
て
、
承（
八
四
〇
）

和
七
年
越
前
守
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
任
期
満
了
以
降
、
散
位
と
な
っ
た
も
の
か
。

⑳
大
原
山
陵　

淳
和
の
陵
。
大
原
野
西
嶺
上
陵
と
も
。
薄
葬
の
遺
詔
に
よ
り
、
承（
八
四
〇
）

和
七
年
五
月
戊
子
（
十
三
日
）
骨
を
砕
き
大
原
野
の
西

山
の
嶺
の
上
に
散
骨
し
た
。
荷
前
・
国
忌
は
停
止
さ
れ
、『
延
喜
式
』
へ
の
記
載
も
な
い
。

㉑
参
議
従
四
位
上
伴
宿
禰
善
男　

三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
④
参
照
。
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
に
従
四
位
上
と
な
っ
て
い
る
。

㉒
侍
従
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
諸
葛　
（
八
二
六
―
九
五
）
南
家
巨
勢
麻
呂
流
、
侍
従
有
統
の
長
男
。
母
は
橘
永
継
の
娘
。
諸
藤
（
四
月
甲
子

（
十
七
日
）
条
注
釈
㊼
参
照
）
の
同
母
弟
。
六
国
史
に
お
け
る
初
見
。
仁（
八
五
三
）

寿
三
年
正
月
戊
戌
（
七
日
）
条
に
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
、

斉（
八
五
四
）

衡
元
年
五
月
乙
巳
（
二
十
二
日
）
条
に
次
侍
従
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
、
本
日
条
と
は
矛
盾
す
る
。
な
お
『
公
卿
』

元（
八
七
九
）

慶
三
年
の
尻
付
に
は
承（

八

四

五

）

和
十
二
年
に
但
馬
介
と
蔵
人
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
る
。
二
十
五
歳
。

㉓
深
草
山
陵　

仁
明
の
陵
。
三
月
癸
卯
（
二
十
五
日
）
条
注
釈
①
参
照
。

㉔
告
ぐ
る
に
賀
瑞
の
由
を
以
て
す　

文
徳
即
位
後
頻
発
し
て
い
る
祥
瑞
に
つ
い
て
、
平
安
朝
歴
代
の
天
皇
に
加
え
て
、
文
徳
の
直
系
祖
先

で
あ
る
天
智
・
春（
志
貴
皇
子
）

日
宮
・
光
仁
の
山
陵
に
奉
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
山
陵
へ
の
祥
瑞
奉
告
に
つ
い
て
は
嘉（
八
四
八
）

祥
元
年
七
月
壬
午
（
二
十

五
日
）
紀
に
、
大
宰
府
か
ら
の
白
亀
の
献
上
に
よ
り
公
卿
を
「
十
二
諸
陵
」
に
発
遺
し
て
奉
告
さ
せ
た
例
が
あ
る
。

㉕
摂
津
国
・
美
作
国
・
備
前
国
並
び
に
白
亀
を
献
り　

摂
津
は
九
月
壬
午
（
八
日
）・
己
丑
（
十
五
日
）・
乙
未
（
二
十
一
日
）
条
、
美
作
は

六
月
丁
巳
（
十
一
日
）・
八
月
丙
辰
（
十
一
日
）・
九
月
己
丑
条
、
備
前
は
七
月
庚
辰
（
五
日
）・
九
月
己
丑
条
を
参
照
。

㉖
石
見
国
甘
露
を
献
れ
ら
く
を
進
る
と
奏
せ
り　

五
月
戊
戌
（
二
十
一
日
）・
八
月
丙
辰
（
十
一
日
）・
九
月
己
丑
（
十
五
日
）
条
参
照
。

㉗
大
瑞　
『
延
喜
式
』
治
部
省
、
祥
瑞
条
に
よ
れ
ば
、
甘
露
は
大
瑞
で
は
な
く
上
瑞
で
あ
る
。

㉘
貴
び
喜
び　
「
貴
喜
」
は
六
国
史
に
お
い
て
本
日
条
が
初
見
。
以
後
、
散
見
す
る
。
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㉙
進
み
出
て　

六
国
史
に
お
い
て
「
進
出
」
は
本
日
条
と
天（
八
五
七
）

安
元
年
二
月
己
丑
（
二
十
一
日
）
条
に
し
か
み
え
な
い
。

�

（
木
本
・
告
井
）

●
十
月
辛
亥
︵
七
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

辛（
七
）亥
。
①
山
城
国
稲
荷
神
の
階
を
進
め
て
従
四
位
上
を
授
く
。
②
摂
津
国
広
田
神
に
従
五
位
下
を
授
く
。
③
大
和
国
大
和
大
国
魂
神
の
階

を
進
め
て
従
二
位
を
授
く
。
④
石
上
神
及
び
⑤
大
神
大
物
主
神
・
⑥
葛
木
一
言
主
神
等
に
並
び
に
正
三
位
。
⑦
夜
岐
布
山
口
神
に
従
五

位
下
。
⑧
河
内
国
恩
智
大
御
食
津
彦
命
神
・
恩
智
大
御
食
津
姫
命
神
等
に
並
び
に
正
三
位
、
⑨
丹
比
神
に
従
五
位
上
。
⑩
伊
勢
国
阿
耶
賀

神
に
従
五
位
上
。
⑪
尾
張
国
熱
田
神
に
正
三
位
。
⑫
越
前
国
気
比
神
に
正
二
位
。
⑬
筑
前
国
宗
像
神
に
従
五
位
上
、
⑭
竃
門
神
に
正
五

位
上
。
⑮
筑
後
国
高
良
玉
垂
命
神
に
従
四
位
上
。
⑯
肥
後
国
健
磐
龍
命
神
に
正
三
位
。
⑰
伊
豆
国
三
嶋
神
に
従
五
位
上
。

︻
現
代
語
訳
︼

七
日
。
山
城
国
稲
荷
神
の
神
階
を
進
め
て
従
四
位
上
を
授
け
た
。
摂
津
国
広
田
神
に
従
五
位
下
を
授
け
た
。
大
和
国
大
和
大
国
魂
神
の
神

階
を
進
め
て
従
二
位
を
授
け
た
。
石
上
神
及
び
大
神
大
物
主
神
・
葛
木
一
言
主
神
ら
に
並
び
に
正
三
位
、
夜
岐
布
山
口
神
に
従
五
位
下
、

河
内
国
恩
智
大
御
食
津
彦
命
神
・
恩
智
大
御
食
津
姫
命
神
ら
に
並
び
に
正
三
位
、
丹
比
神
に
従
五
位
上
、
伊
勢
国
阿
耶
賀
神
に
従
五
位
上
、

尾
張
国
熱
田
神
に
正
三
位
、
越
前
国
気
比
神
に
正
二
位
、
筑
前
国
宗
像
神
に
従
五
位
上
、
竃
門
神
に
正
五
位
上
、
筑
後
国
高
良
玉
垂
命
神

に
従
四
位
上
、
肥
後
国
健
磐
龍
命
神
に
正
三
位
、
伊
豆
国
三
嶋
神
に
従
五
位
上
を
授
け
た
。
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︻
注
釈
︼

①
山
城
国
稲
荷
神　

現
京
都
市
伏
見
区
稲
荷
山
西
麓
に
あ
る
伏
見
稲
荷
大
社
の
祭
神
。
同
社
は
全
国
三
万
余
を
数
え
る
稲
荷
神
社
の
総
本

社
で
あ
る
。
祭
神
は
諸
説
が
あ
る
が
、
現
今
は
宇（
下
社
・
中
央
座
）

迦
之
御
魂
大
神
・
佐（
中
社
・
北
座
）

田
彦
大
神
・
大（
上
社
・
南
座
）

宮
能
売
大
神
・
田（
田
中
社
・
最
北
座
）

中
大
神
、
四
（
四
大
神
社・
最
南
座
）

大
神
で
、
こ

れ
を
稲
荷
大
神
（
稲
荷
五
社
大
明
神
）
と
称
し
て
い
る
。
和（
七
一
一
）

銅
四
年
二
月
七
日
初
午
日
に
稲
荷
山
三
ヶ
峯
に
鎮
座
し
た
と
伝
え
、
爾
後
、

秦
氏
が
禰
宜
・
祝
と
な
っ
て
奉
祀
し
た
。
国
史
上
の
初
見
は
天（
八
二
七
）

長
四
年
の
従
五
位
下
叙
爵
で
、
以
後
、
承（
八
四
三
）

和
十
年
二
月
戊
午
（
四
日
）

従
五
位
上
、
同
十
二
年
十
二
月
庚
辰
（
七
日
）「
従（

マ

マ

）

四
位
下
稲
荷
神
預
名
神
例
」、
本
日
条
を
経
て
、
天（
八
五
七
）

安
元
年
四
月
乙
酉
（
十
八
日
）

稲
荷
神
三
前
に
正
四
位
下
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
稲
荷
神
三
前
に
正
四
位
上
、
同
十
六
年
閏
四
月
七
日
稲
荷
上
中
下
三
名
神
に

従
三
位
、
延（
九
〇
一
）

喜
元
年
九
月
十
五
日
稲
荷
三
箇
所
大
明
神
に
正
三
位
（『
扶
桑
略
記
』）
と
昇
叙
し
、
天（
九
四
〇
）

慶
三
年
九
月
四
日
に
従
一
位
、
同

五
年
頃
に
は
正
一
位
の
極
位
に
叙
せ
ら
れ
た
（『
紀
略
』）。
そ
れ
と
相
ま
っ
て
仁（
八
五
二
）

寿
二
年
以
降
、
朝
廷
よ
り
頻
り
に
奉
幣
や
封
戸
・
神

田
寄
進
の
こ
と
が
あ
っ
た
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
山
城
国
紀
伊
郡
「
稲
荷
神
社
三
座
名
神
大
、

月
次
・
新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
、
ほ
か
祈
年
と
祈
雨
の
幣

に
あ
ず
か
っ
た
。
二
十
二
社
の
一
つ
に
も
加
え
ら
れ
、
上
七
社
第
六
に
位
し
て
い
る
。

②
摂
津
国
広
田
神　

現
兵
庫
県
西
宮
市
大
社
町
に
あ
る
広
田
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
摂
津
国
武
庫
郡
「
広
田
神
社

名
神
大

」
に
比
定
さ
れ
、
ま
た
二
十
二
社
の
一
つ
と
し
て
奉
幣
勅
使
の
発
遣
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
現
祭
神
は
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天

疎
向
津
媛
命
で
、
伊
勢
神
宮
内
宮
の
天
照
大
御
神
の
荒
魂
と
い
う
。
神
功
元
年
二
月
紀
に
よ
る
と
、
神
功
皇
后
が
三
韓
か
ら
凱
旋
し
た

時
、「
我
之
荒
魂
不
可
近
皇
居
、
当
居
御
心
広
田
国
」
と
の
天
照
大
神
の
神
誨
に
よ
り
、
山
背
根
子
の
娘
葉
山
媛
に
斎
き
祀
ら
せ
た
と

伝
え
る
。
大（
八
〇
六
）

同
元
年
に
神
封
四
十
一
戸
。
神
階
は
本
日
条
の
後
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
紀
に
「
摂
津
国
従
三
位
勲
八
等
広
田
神

正
三
位
」、
同
十
年
十
二
月
十
六
日
紀
に
「
進
摂
津
国
正
三
位
勲
八
等
広
田
神
階
特
加
従
一
位
」
と
み
え
る
。

③
大
和
国
大
和
大
国
魂
神　

現
奈
良
県
天
理
市
新
泉
町
に
あ
る
大
和
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
大
和
国
山
辺
郡
「
大
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和
坐
大
国
魂
神
社
三
座
並
名
神
大
、
月
次
・

相
嘗
・
新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
る
。
本
日
条
の
後
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
に
従
一
位
、
寛（
八
九
七
）

平
九
年
に
正
一
位
を
授
け
ら
れ
、

後
に
二
十
二
社
の
一
つ
に
列
し
て
い
る
。
崇
神
六
年
紀
に
よ
る
と
、
天
照
大
神
と
並
ん
で
宮
中
に
祀
ら
れ
て
あ
っ
た
の
を
、
同
殿
共
床

は
畏
れ
多
し
と
し
て
、
天
照
大
神
を
豊
鍬
入
姫
命
に
託
し
て
笠
縫
邑
に
祀
ら
せ
、
日
本
大
国
魂
神
を
渟
名
城
入
姫
命
に
託
し
て
祀
ら
せ

た
が
、
同
七
年
十
一
月
に
は
改
め
て
市い
ち
し
の
な
が
お
ち

磯
長
尾
市
を
倭
大
国
魂
神
の
祭
主
と
し
た
の
を
起
源
と
し
て
い
る
と
い
う
。
和（
七
一
四
）

銅
七
年
二
月
丁

酉
（
九
日
）
紀
に
は
大
倭
忌
寸
五
百
足
を
氏
上
と
し
神
祭
を
司
ら
せ
た
と
あ
る
が
、
養（
七
二
三
）

老
七
年
十
月
乙
卯
（
二
十
三
日
）
紀
に
は
大
倭

国
造
と
み
え
、
国
造
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

④
石
上
神　

現
奈
良
県
天
理
市
布
留
町
布
留
山
に
あ
る
石
上
神
宮
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
大
和
国
山
辺
郡
「
石
上
坐
布

都
御
魂
神
社
名
神
大
、
月
次
・

相
嘗
・
新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
、
ほ
か
祈
年
と
祈
雨
の
幣
に
あ
ず
か
っ
た
。
現
祭
神
は
布
都
御
魂
大
神
（
神
剣
）。
記
紀
に
よ
れ

ば
、
神
武
東
征
の
折
、
本
剣
の
威
力
に
よ
っ
て
紀
伊
熊
野
で
の
難
を
免
れ
た
た
め
、
橿
原
に
都
す
と
宇（
物
部
氏
遠
祖
）

麻
志
麻
治
命
に
殿
内
に
て
奉
斎

さ
せ
、
崇
神
朝
に
今
の
地
に
遷
し
て
石
上
大
神
と
し
、
物
部
氏
の
氏
神
と
し
た
と
あ
る
。
仁
徳
朝
、
布
瑠
宿
禰
の
祖
市
川
臣
が
神
主
と

な
り
、
天
武
朝
に
は
諸
家
の
宝
物
が
子
孫
へ
と
還
さ
れ
た
。
天（
七
三
〇
）

平
二
年
神
戸
租
稲
三
千
八
百
余
束
、
神（

七

六

八

）

護
景
雲
二
年
神
封
五
十
戸
。

延（

八

〇

四

）

暦
二
十
三
年
に
は
社
蔵
の
器
仗
を
兵
庫
に
遷
し
た
が
、
神
異
の
た
め
間
も
な
く
こ
れ
を
返
納
さ
せ
た
。
翌
二
十
四
年
の
返
還
時
に
は

造
石
上
神
宮
使
が
役
夫
十
五
万
七
千
余
人
を
積
算
し
て
い
る
。
大（
八
〇
六
）

同
元
年
に
は
神
封
八
十
戸
を
有
し
た
。
神
階
は
本
日
条
の
後
、

貞（
八
五
九
）

観
元
年
従
一
位
、
同
九
年
正
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
正
殿
お
よ
び
伴
・
佐
伯
二
殿
の
鑰
各
一
口
は
神
祇
官
庫
に
納
め
て
濫
り
に
開
く

こ
と
を
許
さ
ず
、
本
社
の
門
鑰
匙
は
官
庫
に
納
め
て
、
祭
事
に
は
官
人
・
神
部
・
卜
部
に
門
を
開
け
さ
せ
社
地
を
掃
除
し
て
祭
に
供
す

な
ど
、
朝
廷
よ
り
の
崇
敬
は
ほ
か
と
異
な
っ
た
。
上
述
の
よ
う
に
武
器
の
貯
蔵
に
特
別
な
性
格
を
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
武
人
の

棟
梁
た
る
物
部
氏
の
氏
神
で
あ
る
点
と
、
そ
の
鎮
座
地
が
大
和
平
野
か
ら
山
辺
郡
に
至
る
門
戸
と
い
う
交
通
上
の
要
衝
に
あ
り
、
有
事

の
防
備
を
負
っ
た
こ
と
な
ど
が
合
わ
せ
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
神
庫
の
管
理
に
は
歴
代
物
部
氏
が
こ
れ
に
あ
た
り
（
垂
仁
紀
）、
そ
の
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鑰
は
官
庫
に
納
め
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
、
現
在
も
境
内
の
神
庫
に
多
数
の
神
宝
類
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
社
に
は
元
々
本
殿

が
無
く
、
拝
殿
背
後
の
禁
足
地
に
御
正
体
た
る
神
剣
が
埋
納
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
明（
一
八
七
四
）

治
七
年
、
発
掘
調
査
を
お
こ
な
っ

た
と
こ
ろ
、
多
数
の
玉
類
と
と
も
に
一
口
の
鉄
製
素
環
頭
内
反
大
刀
が
出
土
し
た
た
め
、
真
の
霊
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
本
殿
内
に
奉

安
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
時
発
見
さ
れ
た
遺
物
は
四
世
紀
代
の
物
と
推
定
さ
れ
、
禁
足
地
が
祭
祀
遺
跡
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
ま
た
本
殿
の
七
支
刀
（
国
宝
）
は
、
そ
の
形
状
が
奇
古
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
金
象
嵌
の
銘
文
が
あ
り
、
百
済
か
ら
倭
王

に
贈
ら
れ
た
物
で
（
神
功
五
十
二
年
九
月
丙
子
紀
）、
古
代
史
上
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

⑤
大
神
大
物
主
神　

現
奈
良
県
桜
井
市
三
輪
の
三（
御
諸
山
）

輪
山
に
あ
る
大
和
国
一
宮
大
神
神
社
の
祭
神
。
三
輪
神
社
・
三
輪
明
神
と
も
。『
延
喜

式
』
神
名
帳
の
大
和
国
城
上
郡
「
大
神
大
物
主
神
社
名
神
大
、
月
次
・

相
嘗
・
新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
、
ほ
か
祈
年
と
祈
雨
の
幣
に
あ
ず
か
っ
た
。
二
十
二
社

の
第
九
位
。
大
物
主
神
は
大
己
貴
神
の
和
魂
で
、『
古
事
記
』
神
武
段
に
三
嶋
湟
咋
の
女
勢
夜
陀
多
良
比
売
と
の
神
婚
を
伝
え
る
。
同

書
崇
神
段
に
は
、
疫
病
が
蔓
延
し
多
く
の
死
者
が
出
た
時
、
大
物
主
大
神
の
教
え
に
よ
っ
て
そ
の
子
意
富
多
多
泥
古
を
神
主
と
な
し
こ

の
神
を
祀
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
疫
病
は
止
み
、
国
内
は
平
静
に
帰
し
た
と
い
う
所
伝
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
後
も
幾
度
か
神
教
の
開
示
が

あ
り
、
天（
七
三
七
）

平
九
年
四
月
乙
巳
朔
紀
に
は
、「
遣
使
於
伊
勢
神
宮
・
大
神
社
・
筑
紫
住
吉
・
八
幡
二
社
及
香
椎
宮
。
奉
幣
以
告
新
羅
无
礼

之
状
」
と
み
え
る
。
天（

七

六

五

）

平
神
護
元
年
に
神
封
百
六
十
戸
。
神
階
は
本
日
条
の
後
、
仁（
八
五
二
）

寿
二
年
十
二
月
乙
亥
（
十
四
日
）
従
二
位
、

貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
「
従
二
位
勲
二
等
大
神
大
物
主
神
」
に
従
一
位
、
同
年
二
月
二
日
正
一
位
と
な
っ
て
い
る
。

⑥
葛
木
一
言
主
神　

現
奈
良
県
御
所
市
森
脇
に
あ
る
葛
城
一
言
主
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
大
和
国
葛
上
郡
「
葛
木

坐
一
言
主
神
社
名
神
大　

月
次
・

相
嘗
・
新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
る
。『
古
事
記
』
雄
略
段
に
よ
る
と
、
天
皇
が
百
官
を
従
え
葛
城
山
に
登
っ
た
時
、
向
か
い

の
山
を
行
列
や
装
束
も
そ
っ
く
り
に
登
っ
て
行
く
者
が
あ
っ
た
。
何
者
か
と
問
わ
せ
る
と
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
答
え
、
怒
っ
て
百
官
と

と
も
に
矢
を
つ
が
え
る
と
先
方
も
同
様
に
し
た
の
で
、
互
い
に
名
を
名
乗
ろ
う
と
い
う
と
、「
吾
は
悪
事
も
一
言
、
善
事
も
一
言
、
言
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ひ
離
つ
神
、
葛
城
の
一
言
主
の
大
神
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
、
雄
略
は
自
分
の
太
刀
や
弓
矢
以
下
百
官
の
衣
服
ま
で
す
べ
て
献
上
し
、

拝
礼
し
た
。
す
る
と
一
言
主
神
は
喜
び
、
拍
手
し
て
供
物
を
受
け
、
雄
略
が
朝
倉
宮
に
帰
る
時
は
長
谷
の
山
口
ま
で
こ
れ
を
送
っ
た
。

こ
れ
が
一
言
主
神
の
出
現
の
初
め
だ
と
い
う
。『
書
紀
』
雄
略
四
年
二
月
紀
で
は
、
天
皇
が
葛
城
山
で
狩
り
を
し
て
い
る
と
、
自
分
と

そ
っ
く
り
の
容
姿
を
し
た
こ
の
神
に
会
い
、
互
い
に
名
乗
り
合
っ
た
後
、
馬
の
轡
を
並
べ
て
同
じ
鹿
を
追
い
駈
け
な
が
ら
日
暮
れ
ま

で
一
緒
に
狩
り
を
し
、
雄
略
の
帰
り
を
来
目
水
ま
で
送
っ
た
と
い
う
。
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
紀
に
「
正
三
位
勲
二
等
葛
木
一
言
主

神
（
中
略
）
並
従
二
位
」、
同
年
九
月
八
日
紀
に
「
一
言
主
神
（
中
略
）
等
遣
使
奉
幣
。
為
風
雨
祈
焉
」
と
み
え
る
。

⑦
夜
岐
布
山
口
神　

現
奈
良
市
大
柳
生
町
上
出
集
落
北
端
に
あ
る
夜
支
布
山
口
神
社
の
祭
神
。
現
祭
神
は
素
戔
嗚
命
。
同
社
は
『
延
喜

式
』
神
名
帳
の
大
和
国
添
上
郡
「
夜
支
布
山
口
神
社
大
、
月
次
・

新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
る
。『
大
和
志
』
は
「
在
大
柳
生
村
、
今
称
天
王
」
と
記

す
。「
養
布
山
口
神
」
と
も
記
さ
れ
、
祈
年
祭
、
祈
雨
神
祭
に
も
あ
ず
か
っ
た
。
俗
に
神
野
宮
・
神
野
森
と
も
い
い
、
春
日
社
の
神
戸

四
ヶ
郷
の
一
つ
大
柳
生
郷
の
郷
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
。
宝
物
に
は
大
般
若
経
六
〇
〇
巻
・
十
六
善
神
像
と
、
境
内
の
社
務
所
後
方
に

は
古
墳
、
摂
社
に
は
立
磐
神
社
・
若
宮
神
社
が
あ
る
。
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
紀
に
「
従
五
位
下
勲
八
等
穴
師
兵
主
神
・
片
岡
神
・

夜
岐
布
山
口
神
並
正
五
位
上
」、
同
年
九
月
八
日
紀
に
「
養（
夜
岐
布
）父山
口
神
（
中
略
）
等
遣
使
奉
幣
。
為
風
雨
祈
焉
」
と
み
え
る
。

⑧
河
内
国
恩
智
大
御
食
津
彦
命
神
・
恩
智
大
御
食
津
姫
命
神　

現
大
阪
府
八
尾
市
恩
智
に
あ
る
恩
智
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』

神
名
帳
の
河
内
国
高
安
郡
「
恩
智
神
社
二
座
並
名
神
大
、
月
次
・

相
嘗
・
新
嘗

」
に
比
定
さ
れ
る
。
飲
食
を
司
る
神
徳
が
あ
り
、
同
書
玄
蕃
寮
に
よ
れ
ば
、

新
羅
使
に
給
う
神
酒
の
酒
稲
料
を
分
掌
し
て
お
り
、
正（
九
九
四
）

暦
五
年
に
は
疾
疫
鎮
静
の
幣
帛
を
受
け
る
な
ど
、
河
内
国
二
宮
と
し
て
特
殊
な

信
仰
を
集
め
た
。
元
は
国
道
一
七
〇
号
線
西
側
の
「
天
王
の
森
」
に
鎮
座
し
た
が
、
近
世
、
恩
智
城
築
城
に
際
し
同
国
道
東
側
の
山
腹

に
移
建
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
天（

七

六

六

）

平
神
護
二
年
神
封
三
十
七
戸
。
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
紀
に
「
正
三
位
勲
六
等
恩
智
大
御
食
津
比
古

命
神
・
恩
智
大
御
食
津
比
咩
命
神
並
従
二
位
」、
同
年
九
月
八
日
紀
に
「
恩
智
神
（
中
略
）
等
遣
使
奉
幣
。
為
風
雨
祈
焉
」
と
み
え
る
。
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⑨
丹
比
神　

現
大
阪
府
堺
市
美
原
区
多
治
井
に
あ
る
丹
比
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
河
内
国
丹
比
郡
「
丹
比
神
社
鍬靫

」

に
比
定
さ
れ
る
。
現
祭
神
は
火
明
命
と
瑞
歯
別
命
で
、
大
山
祇
命
・
伊
邪
那
岐
命
・
伊
邪
那
美
命
・
凡
河
内
倭
女
姫
命
・
菅
原
道
真
公

が
配
祀
さ
れ
る
。
当
地
一
帯
は
古
代
丹
比
郡
に
属
し
、『
姓
氏
録
』
河
内
国
神
別
に
「
丹
比
連　

火
明
命
之
後
也
」
と
あ
る
丹
比
連
氏

が
奉
斎
す
る
社
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
祭
神
は
こ
れ
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
神
階
は
、
承（

八

四

七

）

和
十
四
年
十
二
月
十
二
日

に
無
位
か
ら
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
、
本
日
条
の
後
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
に
正
五
位
下
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
七
月
十
四
日
諸

社
に
神
宝
幣
帛
が
奉
ら
れ
た
際
に
は
、
丹
墀
真
人
縄
主
が
丹
墀（
比
）社

使
と
な
っ
て
い
る
。
丹
墀
真
人
は
皇
別
氏
族
で
、
も
と
丹
比
公
と
い

い
、
丹
比
連
と
は
別
系
統
で
あ
る
が
、
丹
比
連
（
の
ち
丹
比
宿
禰
）
の
没
落
後
当
地
に
勢
力
を
伸
ば
し
、
当
社
の
祭
祀
に
か
か
わ
っ
た

も
の
か
。
境
内
北
辺
か
ら
は
平
安
時
代
の
瓦
が
出
土
し
、
神
宮
寺
跡
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑩
伊
勢
国
阿
耶
賀
神　

現
三
重
県
松
阪
市
大
阿
坂
町
・
小
阿
坂
町
に
あ
る
阿
射
加
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
伊
勢
国

壱
志
郡
「
阿
射
加
神
社
三
座
並
名
神
大

」
に
比
定
さ
れ
る
。『
古
事
記
』
神
代
段
に
は
猨
田
毘
古
神
が
「
阿
邪
訶
」
に
い
た
時
、
比
良
夫
貝
に

手
を
挟
ま
れ
溺
れ
た
話
が
み
え
る
。『
倭
姫
命
世
記
』
は
、
垂
仁
十
八
年
「
阿
佐
加
乃
弥
子
」
に
荒
神
「
伊
豆
速
布
留
神
」
が
座
し
た

こ
と
、
さ
ら
に
大
若
子
命
が
こ
の
神
を
労
い
祀
っ
た
こ
と
を
記
す
。
同
条
一
書
で
は
「
社
於
安
佐
駕
以
祭
者
矣
」
と
述
べ
て
、「
安
佐

駕
」
に
こ
の
荒
神
を
祀
る
社
を
建
立
し
た
と
す
る
。
承（
八
三
五
）

和
二
年
十
二
月
十
四
日
従
五
位
下
。
本
日
条
を
経
て
、
斉（
八
五
五
）

衡
二
年
正
月
二
十
五

日
従
四
位
下
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
従
四
位
上
、
同
八
年
十
一
月
四
日
従
三
位
と
な
っ
て
い
る
。

⑪
尾
張
国
熱
田
神　

九
月
庚
子
（
二
十
六
日
）
条
注
釈
⑤
「
尾
張
大
神
社
」
参
照
。

⑫
越
前
国
気
比
神　

現
福
井
県
敦
賀
市
曙
町
に
あ
る
気
比
神
社
（
古
笥
飯
宮
・
笥
飯
大
神
宮
と
も
）
の
祭
神
。
現
在
は
伊
奢
沙
別
命
・
仲
哀

天
皇
・
神
功
皇
后
・
日
本
武
尊
・
応
神
天
皇
・
武
内
宿
禰
命
・
豊
姫
命
を
祀
る
。
伊
奢
沙
別
命
は
気
比
大
神
、
ま
た
御
食
津
大
神
と
も

い
い
、
神
功
十
三
年
二
月
甲
子
紀
に
は
、
神
功
皇
后
の
征
韓
の
後
、
皇
子
誉（

応

神

）

田
別
尊
を
武
内
宿
禰
と
と
も
に
遣
わ
し
て
参
拝
さ
せ
た
と
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あ
る
な
ど
、
古
く
よ
り
鎮
座
し
た
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
越
前
国
敦
賀
郡
に
は
「
気
比
神
社
七
座
並
名
神
大

」
と
あ
る
。
越
前
国
一
宮
。
神

階
は
、
天（
七
三
一
）

平
三
年
の
従
三
位
か
ら
、
本
日
条
を
経
て
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
従
一
位
。
寛（
八
九
三
）

平
五
年
に
は
正
一
位
勲
一
等
と
み
え
る
（『
類
三
』
巻

第
一
、
神
封
物
并
租
地
子
事
所
載
、
十
二
月
二
十
九
日
付
太
政
官
符
「
応
令
停
止
分
神
封
御
寄
神
宮
寺
事
」）。
ま
た
北
陸
の
要
衝
の
地
に
あ
る

た
め
、
承（
八
三
九
）

和
六
年
の
遣
唐
使
派
遣
や
、
弘（
一
二
八
一
）

安
四
年
の
蒙
古
襲
来
に
際
し
朝
廷
よ
り
祈
願
の
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
北
陸
道
総
鎮
守
と
も
さ

れ
た
。

⑬
筑
前
国
宗
像
神　

七
月
甲
辰
（
二
十
九
日
）
条
注
釈
①
参
照
。
現
福
岡
県
宗
像
市
田
島
に
あ
る
宗
像
大
社
の
祭
神
。
同
社
は
古
く
よ
り

宗
像
（
胸
形
・
宗
形
）
氏
が
奉
祀
し
、
中
世
に
は
異
姓
の
者
も
社
職
に
つ
い
た
が
、
最
高
祀
職
は
宗
像
氏
が
勤
め
、
社
家
と
し
て
社
職

を
世
襲
し
た
。
大
化
改
新
後
、
筑
前
国
宗
像
一
郡
は
神
郡
と
し
て
大
社
に
寄
進
さ
れ
、
宗
像
氏
は
宗
像
郡
大
領
と
神
主
職
の
両
職
を
兼

帯
し
た
が
、
延（

八

〇

〇

）

暦
十
九
年
当
社
神
主
が
宗
像
郡
大
領
を
兼
帯
す
る
こ
と
を
停
め
ら
れ
た
。
以
後
神
主
は
社
務
に
専
念
し
、
天（
九
七
九
）

元
二
年
に

は
宗
形
氏
能
が
初
め
て
大
宮
司
に
任
じ
ら
れ
た
。
神
階
は
、
承（
八
四
〇
）

和
七
年
四
月
の
従
五
位
下
以
来
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
二
月
三
十
日
太
政
大
臣
藤

原
良
房
第
の
従
二
位
勳
八
等
田
心
姫
神
・
湍
津
姫
神
・
市
杵
嶋
姫
神
と
と
も
に
正
二
位
、
天（
九
三
八
―
四
七
）

慶
年
中
に
正
一
位
勲
一
等
に
昇
っ
て
い
る
。

社
格
に
つ
い
て
は
、
宗
像
大
神
が
三
座
と
も
名
神
大
社
に
列
せ
ら
れ
、
恒
例
の
奉
幣
は
も
と
よ
り
、
臨
時
の
奉
幣
に
も
し
ば
し
ば
あ
ず

か
っ
た
。『
新
抄
格
勅
符
抄
』
の
大（
八
〇
六
）

同
元
年
牒
に
は
神
封
七
十
四
戸
と
あ
り
、
ほ
か
に
神
田
も
あ
っ
た
。

⑭
竃
門
神　

現
福
岡
県
太
宰
府
市
内
山
に
あ
る
竃
門
神
社
の
祭
神
。
現
祭
神
は
玉
依
姫
命
・
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
。
同
社
は
『
延
喜

式
』
神
名
帳
の
筑
前
国
御
笠
郡
「
竈
門
神
社
名
神
大

」
に
比
定
さ
れ
る
。
古
代
に
は
竈
門
宮
、
中
世
に
は
宝
満
宮
と
も
み
え
る
。
現
在
は

宝（
竈
門
山
）

満
山
の
山
頂
に
上
宮
、
山
麓
の
登
山
口
に
下
宮
が
あ
る
が
、
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
ま
で
は
中
腹
に
中
宮
も
あ
っ
た
。
平
安
時
代
か

ら
は
竈
門
山
寺
・
大
山
寺
・
内
山
寺
・
有
智
山
寺
と
称
さ
れ
る
神
宮
寺
も
有
し
た
。
創
建
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
下
宮
参
道
脇
の
礎

石
群
の
調
査
で
は
鴻
臚
館
式
瓦
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
八
世
紀
後
半
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
。
確
実
な
史
料
と
し
て
、『
叡
山
大
師
伝
』
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延（

八

〇

三

）

暦
二
十
二
年
閏
十
月
二
十
三
日
条
、『
扶
桑
略
記
』
同
日
条
の
竈
門
山
寺
、
承（
八
四
〇
）

和
七
年
四
月
丙
寅
（
二
十
一
日
）
紀
の
竈
門
神
社
が

早
い
例
で
、
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
後
、
本
日
条
を
経
て
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
月
二
十
七
日
従
四

位
下
（
但
し
正
五
位
下
か
ら
の
昇
叙
）、
元（
八
七
九
）

慶
三
年
六
月
八
日
従
四
位
上
、
寛（
八
九
六
）

平
八
年
九
月
四
日
正
四
位
上
。
嘉（
一
一
〇
六
）

承
元
年
十
一
月
三
日

従
一
位
よ
り
正
一
位
に
昇
っ
た
（『
中
右
記
』）。
奉
幣
記
事
は
少
な
く
、
承
和
九
年
七
月
三
日
に
宗
像
神
・
健
磐
龍
神
と
と
も
に
み
え

る
程
度
で
あ
る
。
本
来
の
祭
神
は
玉
依
姫
で
、
後
に
応
神
天
皇
・
神
功
皇
后
が
合
祀
さ
れ
た
と
い
う
。

⑮
筑
後
国
高
良
玉
垂
命
神　

現
福
岡
県
久
留
米
市
御
井
町
に
あ
る
高
良
大
社
の
祭
神
。
同
社
は
高
良
山
の
中
腹
、
筑
紫
平
野
を
一
望
す
る

地
に
鎮
座
し
、
山
麓
に
は
里
宮
高
良
下
宮
社
が
あ
る
。
社
号
は
古
代
に
「
カ
ワ
ラ
」、
中
世
に
は
「
カ
ハ
ラ
」（『
十
巻
本
伊
呂
波
字
類

抄
』
伴
信
友
校
本
）、『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
』
で
は
「
カ
ウ
ラ
」
と
記
さ
れ
、
現
在
は
「
こ
う
ら
」
と
す
る
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
筑

前
国
三
井
郡
「
高
良
玉
垂
命
神
社
名
神
大

」
に
比
定
さ
れ
、
同
帳
で
は
「
カ
ワ
ラ
」（
九
条
家
本
）
と
訓
し
て
い
る
。
筑
後
国
一
宮
。
現
祭

神
は
高
良
玉
垂
命
・
八
幡
大
神
・
住
吉
大
神
。
本
地
は
勢
至
菩
薩
、
あ
る
い
は
龍
樹
菩
薩
と
説
か
れ
る
（『
宮
寺
縁
事
抄
』
古
四
―
五
）。

高
良
神
の
実
体
に
つ
い
て
は
、
武
内
宿
禰
説
・
藤
大
臣
説
・
筑
紫
君
祖
神
説
・
物
部
氏
神
説
な
ど
諸
説
が
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ほ

か
、
景
行
の
子
孫
と
称
す
る
筑
後
の
水
沼
君
の
祖
先
神
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
（
水
沼
君
祖
神
説
）、「
高
良
」
の
訓
が
船
底
板
を
意

味
す
る
航か
わ
ら

に
通
じ
る
な
ど
、
本
来
的
に
高
良
神
が
水
・
海
洋
・
航
行
と
縁
の
あ
る
性
格
を
持
つ
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
久
留
米
市
史
』）。『
肥
前
国
風
土
記
』
基
肄
郡
条
に
は
、
景
行
が
「
御
井
郡
高
羅
之
行
宮
」
で
筑
肥
の
経
営

を
お
こ
な
っ
た
と
あ
る
。
延（

七

九

五

）

暦
十
四
年
従
五
位
下
、
弘（
八
一
八
）

仁
九
年
名
神
に
列
し
、
以
後
、
本
日
条
を
経
て
、
斉（
八
五
五
）

衡
二
年
に
位
田
四
町
、

天（
八
五
七
）

安
元
年
「
従
三
位
高
良
玉
垂
命
名
神
」
に
も
封
戸
・
位
田
が
与
え
ら
れ
た
。
貞（
八
六
四
）

観
六
年
正
二
位
、
同
十
一
年
従
一
位
、
寛（
八
九
七
）

平
九
年

正
一
位
と
な
っ
て
い
る
（
天（
九
四
四
）

慶
七
年
四
月
二
十
二
日
「
筑
後
国
神
名
帳
」『
高
良
山
文
書
』）。

⑯
肥
後
国
健
磐
龍
命
神　

現
熊
本
県
阿
蘇
市
一
の
宮
町
に
あ
る
阿
蘇
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
主
祭
神
健
磐
竜
命
を
一
宮
と
し
、
阿（
二
宮
）蘇
都
比
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咩
命
・
国（
三
宮
）竜

神
・
比（
四
宮
）咩

御
子
咩
神
・
彦（
五
宮
）御

子
神
・
若（
六
宮
）比

咩
神
・
新（
七
宮
）彦

神
・
新（
八
宮
）比

咩
神
・
若（
九
宮
）彦

神
・
弥（
十
宮
）比

咩
神
・
国（
十
一
宮
）

造
速
瓶
玉
命
・
金（
十
二
宮
）

凝

神
を
祀
り
、
阿
蘇
十
二
明
神
と
称
す
。
阿
蘇
国
造
の
子
孫
阿
蘇
氏
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
た
。
主
祭
神
健
磐
竜
命
は
神
武
皇
孫
で
、
天
皇
が

速
瓶
玉
命
の
子
惟
人
に
命
じ
て
こ
れ
を
祀
ら
せ
た
と
い
う
。
阿
蘇
氏
が
阿
蘇
谷
を
開
発
し
、
周
辺
の
諸
共
同
体
を
従
え
て
い
く
の
に
対

応
し
、
火
山
神
と
国
造
神
と
が
結
合
し
、
阿
蘇
神
主
家
が
成
立
し
、
健
磐
竜
の
人
格
神
が
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
平
安

時
代
初
期
以
降
、
阿
蘇
神
は
託
宣
神
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
に
至
り
、
度
重
な
る
火
山
活
動
の
異
変
を
神
意
と
み
る
朝
廷
の
奉
幣
を
受

け
、
官
社
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
。
弘（

八

二

三

）

仁
十
四
年
「
従
四
位
下
勲
五
等
健
磐
竜
命
」
に
封
戸
二
千
戸
、
斉（
八
五
四
）

衡
元
年
に
は
三
十
戸
が
加

え
ら
れ
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
正
二
位
、
同
十
七
年
阿
蘇
都
比
咩
に
従
二
位
、
承（

八

四

七

）

和
十
四
年
に
は
国
造
神
社
の
官
社
化
も
お
こ
な
わ
れ
た
。『
延

喜
式
』
神
名
帳
に
は
肥
後
国
阿
蘇
郡
「
健
磐
竜
命
神
社
名
神
大

」
と
み
え
、
さ
ら
に
寛（
一
〇
一
九
）

仁
三
年
に
は
一
代
一
度
の
大
奉
幣
を
受
け
、
そ
の
後

肥
後
国
一
宮
と
な
り
、
社
殿
の
造
営
も
国
司
の
専
当
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

⑰
伊
豆
国
三
嶋
神　

現
静
岡
県
三
島
市
大
宮
町
に
あ
る
三
嶋
大
社
の
祭
神
。
現
祭
神
は
大
山
祇
神
・
事
代
主
神
の
二
神
で
あ
る
が
、
以
前

は
大
山
祇
説
と
事
代
主
説
と
が
あ
っ
た
。
本
地
は
薬
師
如
来
。
天（

七

五

八

）

平
宝
字
二
年
神
封
十
三
戸
を
受
け
（『
新
抄
格
勅
符
抄
』）、
天（
八
三
二
）

長
九
年

五
月
后
神
の
伊
古
奈
比
咩
神
と
と
も
に
名
神
に
あ
ず
か
り
、
神
宮
二
院
な
ど
が
作
ら
れ
た
。
三
嶋
神
は
伊
古
奈
比
咩
神
と
と
も
に
伊
豆

半
島
の
開
発
の
祖
神
・
伊
豆
諸
島
の
造
成
神
と
称
え
ら
れ
、
は
じ
め
同
じ
場
所
に
祀
ら
れ
て
い
た
。
伊
豆
諸
島
の
創
世
説
話
を
伝
え
る

『
三
宅
記
』
に
も
、
伊
古
奈
比
咩
神
と
と
も
に
三
宅
島
に
宮
居
し
て
い
た
が
、
推（
五
九
四
）

古
二
年
下
田
の
白
浜
へ
飛
ん
で
来
た
と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
以
前
は
賀
茂
郡
に
所
在
し
て
お
り
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
も
伊
豆
国
賀
茂
郡
に
登
載
さ
れ
て
い
る
。
神
階
は
本
日
条
の
後
、

仁（
八
五
二
）

寿
二
年
十
二
月
丙
子
（
十
五
日
）
従
四
位
下
、
斉（
八
五
四
）

衡
元
年
六
月
己
卯
（
二
十
六
日
）
従（

マ

マ

）

四
位
下
、
貞（
八
五
九
）

観
元
年
五
月
二
十
七
日
従
四

位
上
、
同
六
年
二
月
五
日
正
四
位
下
、
同
十
年
七
月
二
十
七
日
従
三
位
と
昇
叙
し
、『
伊
豆
国
神
階
帳
』
に
は
「
正
一
位
三
嶋
大
明
神
」

と
あ
る
。
社
家
は
伊
豆
国
造
の
矢
田
部
家
。
な
お
、
本
日
条
に
て
東
海
道
の
同
社
が
末
尾
に
あ
る
の
は
不
審
で
あ
る
（
十
月
壬
子
（
八
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日
）
条
注
釈
①
参
照
）。
以
上
、
本
日
条
所
載
社
に
は
海
・
河
川
・
山
に
縁
の
あ
る
神
社
と
い
う
共
通
性
が
う
か
が
わ
れ
、
貞
観
元
年
九

月
八
日
紀
の
「
遣
使
奉
幣
、
為
風
雨
祈
焉
」
の
中
に
み
え
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。

�

（
告
井
）

付
記　

本
稿
に
続
く
十
月
壬
子
（
八
日
）
条
以
降
は
、
京
都
女
子
大
学
史
学
会
編
『
史
窓
』
第
八
十
一
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
刊
行
予
定
）
に
て

報
告
し
て
い
る
。
注
釈
に
あ
る
本
稿
未
収
録
条
に
対
す
る
参
照
表
記
は
、
各
々
前
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
紙
数
の
都
合
上
、
前
報
告
と

体
裁
の
異
な
る
点
が
あ
る
が
、
ご
容
赦
願
い
た
い
。�

（
中
村
）

追
記　

原
稿
・
校
正
の
整
理
に
は
中
村
み
ど
り
が
あ
た
っ
た
。
記
し
て
そ
の
労
を
多
と
す
る
。�

（
告
井
）
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